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（
文
教
科
学
委
員
会
）

独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
文
部
科
学
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第

一
五
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
平
成
十
七
年
度
末
に
中
期
目
標
期
間
が
終
了
す
る
文
部
科
学
省
所
管
の
十
二
の
特
定
独
立
行
政
法
人
（
公
務
員
型
法
人
）

に
つ
い
て
、
特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
独
立
行
政
法
人
（
非
公
務
員
型
法
人
）
に
移
行
す
る
こ
と
。

二
、
一
の
独
立
行
政
法
人
の
う
ち
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
及
び
独
立
行
政
法
人
国
立
博
物
館
を
除
く
十
の
独
立
行
政
法
人

の
役
員
及
び
職
員
等
に
対
し
て
、
そ
の
職
務
上
の
秘
密
に
対
す
る
保
持
義
務
を
課
す
こ
と
。

三
、
刑
法
そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
、
一
の
独
立
行
政
法
人
の
役
員
及
び
職
員
を
法
令
上
公
務
に
従
事
す
る
職
員
と
み

な
す
こ
と
。

四
、
独
立
行
政
法
人
国
立
青
年
の
家
及
び
独
立
行
政
法
人
国
立
少
年
自
然
の
家
を
独
立
行
政
法
人
国
立
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記
念
青

少
年
総
合
セ
ン
タ
ー
に
統
合
し
、
名
称
を
独
立
行
政
法
人
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
と
す
る
こ
と
。

五
、
政
府
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
土
地
、
建
物
等
を
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
及
び
独
立
行
政
法
人
国
立
博
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物
館
に
追
加
し
て
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

六
、
こ
の
法
律
は
、
附
則
の
一
部
の
規
定
を
除
き
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


